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令和2年2月市議会建設水道委員会資料

第68号i義案

令和元年度長崎市一般会計補正予算(第8号)

目次

《8款土木費 2項道路橋りょう費》

3目道路橋り.よう新設改良費

〔歳出の補正〕

【補助】道路新設改良事業費(社会資本整備総合交付金)

4目交通安全施設費

〔歳出の補正〕

酔甫助】交通安全施設整備事業費

〔繰越明許費の補正〕

繰越明許費位置図

【補助】道路新設改良事業費(社会資本整備総合交付金)

【補助】交通安全施設整備事業費

《8款土木費 3項河川海岸費》

3目海岸保全費

〔歳出の補正〕

【補助】海岸保全事業費(社会資本整備総合交付金)

4目県施行事業費負担金

〔歳出の補正〕

河川海岸費負担金

〔繰越明許費の補正〕

繰越明許費位置図

【補助】海岸保全事業費(社会資本整備総合交付金)

河川海岸費負担金
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《8款土木費 5項都市計画費》

6目公園費

〔歳出の補正〕

公園等維持管理費

稲佐山公園損害賠償請求事件和解金 24

、、

中央総合事務所
東総合事務所
令和2年3月
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ページ

24~25

予算説明書

款

'8

土木費

1 概要

(1)事業目的

国の社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)を活用し、道路等の災害を防止するた

め、道路構造物等について、法に規定された5年に1回の定期点検や緊急性に応じた補修・補

強を行うもの。

項

2

道路柵
りょう費

目

3

道路柵りょう
新設改良費

(2)補正予算理由

国の1号補正に伴い予算を増額するもの

看号

2 事業内容

1-1

事

【補助】道路新設改良事業費

(社会責本整憐総合交付金)

道路構造物等補強

業

区分

名

中央総合

事務所

定期点検:93箇所

橋梁詳細設計.西山9号線

(西山町6号橋)

橋補修工事:古河町上戸町

線(琴平橋)

事業費:98,300

補正額

予算現額

東総合

事務所

千円

38,300

38,300千円

定期点検:27箇所

橋補修工事.古賀町多良見町

2号線(六本道橋)

事業費:40,100

南総合

事務所

定期点検:93箇所

橋梁詳細設計:西山9号線

(西山町6号橋)

橋補修工事,古河町上戸町

線(琴平橋)ほか3橋

事業費:136,600

北総合

事務所

定期点検:7箇所

事業費:4, 200

8号補正

定期点検33箇所

橋補修工事:上出津線(上出

津1号橋)ほか1橋

事業費:21,600

小計

事務費

合計

(単位:千円)

0

事業費:164,200

補正額

変更なし

2,600

166,800

38,300

変更なし

変更なし

事業費.202, 500

0

2,600

205,100

0

0

38,300

38,300
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3 財源内訳

区分

当初予算額

2月補正

(7号補正分)

事業費

2月補正

(8号補正分)

千円

201,300

補正後

▲34,500

国庫支出金※1

※1

※2

千円

109,285

38,300

国庫補助率

補正予算債

205,100

財

'18,975

県支出金

源

対象事業費(38,300 千円)の55%

充当率100%(交付税措置率50%)

21,065

千円

地方債※2

内

111,375

千円

52,800

訳

その他

'8,900

千円

ず

17,200

一般財源

千円

39,215

61,100

▲6,625

35

32,625

2
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【補助】道路新設改良事業費(社会資本整備総合交付金)

道路構造物等補強卜§、＼
矢の平13号線(上のj1鬮ゞ壁埋^1沙.^1,'発

員舮廟亘里瓢臣・,
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【補助】道路新設改良事業費(社会資本整備総合交付金)

道路構造物等補強

昭和川平町線(昭和町1号橋・昭和町2ち'橋)
浦上貯水池

^^甲

^{風冨,

昭和町2号橋(追加)

補修工事 L.14m
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予算説明書

24~25

款

8

土木費

項

1 概要

(1)事業目的

国の社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)を活用し、未就学児が日常的に集

団で移動する経路において、未就学児等の安全を確保するために施工するもの。

(2)補正予算理由

国の1号補正に伴い予算を計上するもの

2

道路橋
りょう費

目

4

交通安全
施設費

番号

1-1

事業名

【補助】交通安全施設整備事業費

園児等移動経路緊急安全対策

2 事業内容

令和2年度事業内容

区分

予算額

中央総合

事務所

3 財源内訳

千円

フ,700

路線名

大黒町筑後町

1号線ほか

フ,700千円

事業費

交差点改良、歩道拡幅など

千円

フ,700

※1 国庫補助率

※2 補正予算債

事業内容

国庫支出金※1

千円

3,850

対象事業費(フ,700千円)の50%

充当率100%(交付税措置率50%)

財

県支出金

(単位:千円)

源

事業費

千円

内

地方債※2

フ,700

千円

3,800

その他

千円

5

一般財源

千円

50

訳
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多す 【補助】交通安全施設整備事業費

^、,ン匂今易膨多 園児移動経路緊安全対策

◆゛、゛ 、

大黒町筑後町1号線

り

一亀
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要望箇所(対策予定)

保育所等

小学校通学路

動,.

貞嚇靖亀。這

0

中

中町公園卑

■喧1
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冨
豆.
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大黒町上町1号線

大黒町筑後町1号線

<交差点改良>

園児などの横断前の

待機場所の確保

<柵設>

園児などの待機場所

における安全確保

大黒町上町1号線

<歩道拡幅>
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を拡幅
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小江原小学校

【補助】交安全施整備事業費

園児移動路緊急安全対策

、
、

＼小江原春木町線

、
、
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(単位:箇所)

対策内訳

予定

170

(80)

28

(16)

198

(96)

一

^

'
1

i

(70)

3

(2)

83

(72)

、

小計

250

a50)

31

(18)

281

(168)

゛

i

、

^

<参考> 合同点検後の対策状況

要望点検対策

250
保育所等 460 360

(15の

31
発達支援室 44 37

(18)

281
合計 504 397

a68)

※令和2年2月10日現在で、カッコは市道路分

^^●

要望箇所(対策予定)

保育所等

小学校通学路

箇所

小江原春木町線

<交差点改良>

園児の横断距籬を短く

する

<設>

園児などの待機場所に

おける安全確保
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【繰越明許費】予算説明

8款土木費 2項道路橋りょう費

8款2項繰越明許費

・十

32~33ヘージ

金

補正後
予算現額

支出予定額

額
国庫支出金

146,700 78,980

繰越明許額

【補助】道路新設改良事費社会資本整働織合交付金
道路梢造物等補強

昭和川早町線昭和町1号橋

昭和川平町線昭和町2号橋

98,700

財

県支出金

48.000

繰越明許費位置図

【補助】道路斬設改良事集費(社会資本整
路構造物等補強

矢の平13号線上の川橋

52,965

源内

地方

47200

26,015

訳

その他

(単位:千円)

26,200

21,000

総含交付金

一般財源

20,520

19,535

9飾

【補助】交通安全施設甍憐事費
園児等移動軽路緊急安全対策

小江原春木町綿

【補助】交通安全施設整事案費

園児等移動軽路緊急安全対策
大黒町筑敬町1号線

大黒町上町1号線

合

画
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【繰越明許費】予説明 32~33ページ

8款土木 2項道路橋りょう費 3目道路橋りょう新設改良
※中央総合事務所

事業名

【補助】道路新設改良事業費(社会
資本整備総合交付金)
道路構造物等補強

【事業期間】
H19~

【事業内容】
経年劣化した道路構造物(橋梁等)
の補修等を行い、耐久性の向上を
図る

繰越事由

繰越箇所の完了予定

金額
国庫支出金

補正後
139,000 75,130

予現額

支出予定額 98,700 52,965

繰越明許額
2,000 01,100(7号補正分)

明許額
38,300 21,065 -17,200(8号補正分)

繰越明許額計 40,300 22,1闘 17,200

国の1次補正予算に伴う事業が年度内に完了しない見込みであるため。

令和3年2月

財

県支出金

【補助】道路新設改良畢禦費(社会貴本整備総合交付金)

道路楕造物等補強

昭和川平町綿(昭和町1号橋)橋梁補修

昭和川平町線(昭和町2号橋橋梁補修

源内

地方

43,400

26,200

①
繰越明許費位置図

【補助】道路新設改良事禦費(社会資本整備総含交付金

道路造物等補強

矢の平13号線(上の川橋)橋梁補修

訳

その他

(単位:千円)

35

一般財源

20,470

19,535

935

900
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32~33ページ【繰越明許費】予算説明

8款土木費 2項道路橋りょう費 4目交通安全施設費
※中央総合事務所

事業名

【補助】交通安全施設整備事業費
園児等移動経路緊急安全対策

【事業期間】
RI~

【事業内容】
未就学児が日常的に集団で移動
する経路において、安全を確保す
るために施工するもの

繰越事由

繰越箇所の完7予定

金

補正後
予算現額

額

支出予定額

財

国庫支出金県支出金

3β50

繰越明許額
3β003β50フ,700

(補正分)

国の1次補正予算に伴う工事が年度内に完了しない見込みであるため

令和3年2月

繰越明許費位置図

フ,700

0

源内

地方債

3β00

0

(単位:千円)

訳

その他一般財源

0

【補助】交通安全施設整単費
園児等移動軽路緊急安全対策
小江偵春木団絵

0

50

【補助】交通安全篦設整偽事案豊
回児等移動軽路緊急安全対笈

大黒町筑後助1号線
大黒町上町1号線



い
き
な
り
PD
F 
評
価
版

ページ

24~25

予算説明書

款

8

土木費

1 概要

①事業目的

国の補正に伴い、国庫補助である社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)を活用

して、東望海岸(東部下水処理場前付近)の越波対策を行い浸水被害の防止を図るもの。

②補正予算内容

・国の1号補正に伴う増額 10,000千円

2 事業内容

(1)当

②8号補

項

3

河川海蝉費

目

3

海岸保全費

看号

1-1

事

【補助】海岸保全事業費

(社会資本整備総合交付金)

東望地区

業

③補正後

全体計画

①事業期間

②事業延長

③全体事業費

④進捗率

財源内訳

3

名

護岸工(本体工 L司om、消波工 L=36m)

(国の補正による増)

護岸工(消波工L=6m)

護岸工(本体工 L=10m、消波工 L=42m)

補正額

4

千円

10,000

平成25年度~令和12年度

L=630m

1,525.000千円

19.3%(平成30年度末・事業費ベース)

区分

当初予算額

事業費

補正予算額

千円

50,000

補正後

※1 国庫補助率

※2補正予算債

国庫支出金※1

10,000

60,000

千円

24,000

財

対象事業費(10,000千円)の50%

充当率100%(交付税措置率50%)

県支出金

源

5,000

千円

29,000

内

地方債※2

千円

23,400

その他

5,000

千円

一般財源

28,400

千円

2,600

11

0

2,600

訳

初
正
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【補助】海岸保全事業費(社会資本整備総合交付金)

東望地区

全体計画(護岸工) L=630m

例凡

平成30年度まで施行箇所

令和元年度施行箇所

令和2年度以降施行予定箇所

護岸工(消波工L=6m)

道路

標準断面図

(8号補正)

既存護岸
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、.

亀

.、.

ヘーソ

24~25

款

予算説明婁

1 概要

急傾斜地の崩壊による被害から市民の生命と財産を守るため、県が施行する急傾斜地崩壊

対策事業に対して、国の1次補正があったため、地元負担金を支出するもの。

2 事業内容

8

土木費

90,520

項

3

河川海岸費

享業区分

4

県施行事業
費負担金

目 番号

三川(3)地区

(H19~R7)繰・補繰

箇

多以良(4)

(H27~R5)

所

地区

1-1

滑石3T目(4)地区

(H27~R4)

名

事

若竹(4)地区

(H28~R5)繰・補繰

河川海岸費負担金

急傾斜地崩壊対策事業費

片洲3T目地区

(H26~R元)

業

予算現額

、令和元年度亭業費

川平(1)地区

(H28~R2)繰

名

三川(3)地区

(H19~R7)

補正額

戸町2T目(フ-1)【新規】

( R I~R12)補繰

118,240

現川【新規】

( R I~R12)補繰

田中(2)地区

(H21~R3)繰・補繰

補正後

補正額

140,000

小ケ倉1丁目

(H23~R2)

負担牢(%)

赤迫(2)地区

(H26~R2)

千円

24,000

国

258.240

98.080

大園'(4)地区

(H29~R9)

県

(4)地区

金堀σ)地区

(H30~R5)

47.5

市

金堀(6)地区

(H29~R8)

27.000

47.5

予算現額

大浜 09)地区

(H30~R刀

緊量改畳

滑石3丁目(5)

(H29~R6)

125,080

(単位:千円)
市負扣

※5

5,0

神ノ島地区

(H25~R4)繰・補繰

補正額

大宮(3)地区

(H27~R3)'繰

45.0

5,912

150,200

西北(5)地区

(H29~R4)

補正後

地区

45.0

滑石3丁目(5).地区

(H29~R6)

フ.000

73,000

10.0

田中(61)地区

(H30~R6)

片淵3丁目地区

(H26~R元)

12' 912

223,200

9,808

50,000

滑石3丁目(4)地区

(H27~R4)繰

滑石5丁目

(RI~R6)

45,0

2,700

戸町2丁目(フ-2)【新規】

(R I~RI0)補繰

40,000

45.0

(6)地区

12,508

153,900

10.0

90,000

計

15,020

45.0

15,000

45.0

フ' 300

168,900

570,420

10.0

22' 320

40.0

5.000

295,000

40.0

4.000

865,420

20.0

13

9.000

30.780 3,000 33.780

、

舶,520 24,000

そ
の
他
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4

大
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面
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※1 公共関連
※2 一般
※3 大規模斜面
※4 その他
※5 緊急改築

3 財源内訳

被害を受ける恐れのある区域内に、砂防施設・道路・鉄道・水道施設等がある場合
公共関連以外の場合
高さが概ね30m以上の斜面である場合
大規模斜面に該当しない場合
既存の急傾斜地崩壊防止施設のうち経年劣化した個所の改築を行う場合

区分

現計予算額

2月補正

事業費

千円

570,420

補正後

※補正予算債充当率100%(交付税措置率50%)

市負担額

295,000

千円

66,520

865,420

国庫支出金

24,000

千円

90.520

財

県支出金

源

千円

地方債※

内

千円

61,300

その他

24,000

千円

85,300

一般財源

千円

5,220

0

5,220

14

訳
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河川海岸費負担金急傾斜地崩壊対策事業費
位置図(8号補正)
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【繰越明許費】予算説明

8款土木費 3項河川海岸費

8款3項繰越明許費

合計

32~33ペー゛、32~33ペーシ

金

補正後
予算現額

支出予定額

額
国庫支出金

150,520 29,000

91,720 21,600

繰越明許額

財

県支出金

0

58β00

繰越明許費位置図

源内

地方債

113,700

フ,400

0

訳

その他

(単位:千円)

0

64,200

49,500

一般財源

7β200

河川海岸費負担金
急傾斜地崩壌対策事
若竹(4)地区

0

河川為岸費負担金
急傾斜地崩壊対策事
現川地区

河川海俸費負担金
急傾斜地崩壊対策事費
三川 3 地区

河川湖達費負担金
急傾斜地崩壊対策事業費
神ノ地区

0

5,920

1,900

費

費

河川海岸費負担金
急傾斜地崩嶬対策事業費
戸町2丁目 7-1 地区

河川溜津費負担金
急傾斜地崩壊対策牢費
戸町2T目 72 地区

【補助】海岸保全車費
社会責本整総合交付金
東望地区

河川海岸費負担金
急傾斜地崩壊対策事
田中 2 地区

費
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【繰越明許費】予算説明 32~33ページ

8款土木費 3項河川海岸費 3目海岸保全費
※東総合事務所

【補助】海岸保全事業費
(社会資本整備総合交付金)
東望地区

【事業期間】
H25~R12

【業内容】
東望海岸の越波対策を行い
浸水被害の防止を図る

凡例

東艶合事窮所

繰越事由

繰越箇所の完了予定

予算現額

支出予定額

繰越明許額
0号補正分)

繰越明許額
(8号補正分)

繰越
明許額計

国の1次補正予

令和3年2月頃

金額
財源内

庫支出県支出金地方

60,000 29,000 28,400

45200 21β00 21,200

4β00 2,400 2.200

【補助】海岸保全事業社会本整備総合交侍金
東望地区位置図8号補正繰越

10,000 5,000

14β00 7,400

に伴う工事が年度内に完了しない見込みであるため

訳

その他一般財源

2.600

2.400

(単位:千円)

5,000

フ,200

200

0

'、

'ン'

200

'

.

、

、ハ'、
こ"
7

"
'

"

11

"

、

'

i-

y
'

【補助】痴岸保全事費

(社会資本整総合交付金

東盟地区

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

,
.
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【補助】海岸保全事業費(社会資本整備総合交付金)

東望地区
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【繰越明許費】予算説明 32~33ページ

8款土木費 3項河川海岸費 4目県施行事業費負担金
※中央総合事務所

河川海岸負担金
急傾斜地崩壊対策事業

【事業内容】
県が施行する急傾斜地崩
壊対策事業に対して、地元
負担金を支出するもの

(単位:千円)

財源内訳
金 額

国庫支出金県支出金地方 その他一般財源

予算現額 90,520 5,22085'300

支出予定額 46,520 43.000 3,520

繰越明許額
20,000 18,300 1,700(7号補正分)

繰越明許額
24,0卯 24,0卯 0(8号補正分)

繰越
44.000 42,300 1,700明許額計

国の1次補正予算に伴う県施行事業が年度内に完了しない見込みであるため。

令和3年2月頃

河川海岸費負担金急傾斜地崩壊対策事業費
位置図(8号補正繰越 ,

繰越事由

繰越箇所の完了予定
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河川海岸 負担金急傾斜地崩壊対策
神ノ地区

神ノ島町2 目

平成卯年以前施行所

凡

神の島公

令和元年度施行予定飽所

例

令和2年度以降施行予定箇所

ー'゛吃

'寺、'

神ノ島町IT目

゛ー,

神ノ島教会

河川海岸負担金急傾斜地崩壊対策
戸町2丁目(フ-1)地区

戸門牟校

■

法枠工

0

ι

凡

平成帥年以前行所

令和元年施行予定

令和2年以痴行予定

戸町2丁目
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河川海岸負担金急傾斜地崩壊対策
戸町2丁目 7-2 地区

.

ノ、'.
0

ι

k＼

凡例

牢成釦年度以前施行箇所

令和元年度施行予定前所

令和2年度以降施行予定箇所

峅

業費

、

戸町2T目

側

仙

・餌査・設計
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河川海岸費負担金急傾斜地崩壊対策事業
現川地区
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凡例

平成30年度以前施行箇所

令和元年度施行予定柚所

令和2年度以降詫行予定箇所
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ページ

26~27

款

予算説明書

8

土木費

1 概要

平成 26年の稲佐山公園の指定管理者に係る公募の際に、収支決算に関する・質問があり、

長崎市はその質問回答書において、高圧電源契約分の電気料金を記載していなかった。

このため、平成27年4月1日から令和2年3月31日までの期間における稲佐山公園の指

定管理者である株式会社大和総業が、高圧電源契約分の電気料金を考慮していない誤った

積算を行い、当初に想定した利益が得られず損害を被ったとして、損害が生じたことに対す

る賠償金及び遅延損害金の支払いを求めて、平成29年12月27日に長崎地方裁判所に訴え

を提訴したもの。

令和2年2月に、裁判所から和解案が提示されナこ。

2 和解条項の内容

Π)長崎市(以下「被告」という。)は、原告に対し、本件和解金として900万円の支払義務がある

ことを認める。

②被告は、原告に対し、令和2年5月29日限り、前項の金員を原告の指定する口座に振り込

む方法により支払う。

③原告は、その余の請求を放棄する。

④原告及び被告は、原告と被告との間には、本件に関し、この和解条項に定めるもののほか

に、何らの債権債務がないことを相互に確認する。

⑤訴訟費用は各自の負担とする。

項

5

都市計画費

目

6

公園費

妻号

1-1

事

稲佐山公園

損害賠償請求事件和解金

業 名

,

補正額

ノ

、

千円

9,000

3 財源内訳

事業費

千円

9,000

4 原告

長崎市淵町3番9号

株式会社大和総業代表取締役尾本久男

国庫支出金

千円

県支出金

財 源

千円

地方債

内

千円

その他

千円

24

一般財源

千円

9,000

訳


